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議案第３２号 

   世田谷区立健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 使用料等の額を改定するとともに、料金区分を変更する必要があるので、

本案を提出する。 
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   世田谷区立健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例 

世田谷区立健康増進・交流施設条例（平成２４年３月世田谷区条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

第２２条第１項中「、別表第４又は別表第５」を「又は別表第４」に改め、同項た

だし書中「及び運動室の午前９時から午後５時までの利用」を削る。 

 別表第２会議室Ａの項及び会議室Ｂの項中「１，０４０円」を「１，３５０円」に、

「７００円」を「９１０円」に改め、同表会議室Ｃの項中「６７０円」を「８７０円」 

に、「４５０円」を「５８０円」に改め、同表会議室Ｄの項中「２４０円」を「３１

０円」に、「１５０円」を「１９０円」に改める。 

 別表第３備考以外の部分を次のように改める。 

別表第３（第２２条関係） 

交流室 

単位時間等 利用料金 

午前９時から正午まで 平日 ３，６１０円 

日曜日、土曜日及び休日 ４，２６０円 

午後１時３０分から午後５時 

まで 

平日 ５，５８０円 

日曜日、土曜日及び休日 ６，５７０円 

午後６時から午後１０時まで 平日 ８，１７０円 

日曜日、土曜日及び休日 ９，７８０円 

多目的室 

単位時間等 利用料金 

午前９時から正午まで 平日 ３，６１０円 

日曜日、土曜日及び休日 ４，２６０円 

午後１時から午後３時まで 平日 ２，７９０円 

日曜日、土曜日及び休日 ３，２８０円 

午後３時３０分から午後５時 

３０分まで 

平日 ２，７９０円 

日曜日、土曜日及び休日 ３，２８０円 

午後１時から午後５時まで 平日 ５，５８０円 

日曜日、土曜日及び休日 ６，５７０円 
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午後６時から午後１０時まで 平日 ８，１７０円 

日曜日、土曜日及び休日 ９，７８０円 

娯楽室 

単位時間等 利用者 利用料金 

午前９時から午後５時まで １日 大人 ５７０円 

子ども ２５０円 

高齢者 ２５０円 

障害者 ２５０円 

午後６時から午後１０時まで 平日 １，４００円 

日曜日、土曜日及び休日 １，４００円 

運動室 

単位時間等 利用者 利用料金 

午前９時から午後５時まで １回 大人 ５７０円 

子ども ２５０円 

高齢者 ２５０円 

障害者 ２５０円 

午後６時から午後１０時まで 平日 ５，９６０円 

日曜日、土曜日及び休日 ５，９６０円 

附帯設備（温水シャワー室） １回５分以内 １００円 

別表第３備考に次の１号を加える。 

  ４ この表において「子ども」とは、１８歳以下の者をいう。 

別表第４備考以外の部分を次のように改める。 

別表第４（第２２条関係） 

 交流室 

単位時間等 利用料金 

午前９時から正午まで 平日 ５，４１０円 

日曜日、土曜日及び休日 ６，３９０円 

午後１時３０分から午後５時 

まで 

平日 ８，３７０円 

日曜日、土曜日及び休日 ９，８５０円 
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午後６時から午後１０時まで 平日 １２，２５０円 

日曜日、土曜日及び休日 １４，６７０円 

 多目的室 

単位時間等 利用料金 

午前９時から正午まで 平日 ５，４１０円 

日曜日、土曜日及び休日 ６，３９０円 

午後１時から午後３時まで 平日 ４，１８０円 

日曜日、土曜日及び休日 ４，９２０円 

午後３時３０分から午後５時 

３０分まで 

平日 ４，１８０円 

日曜日、土曜日及び休日 ４，９２０円 

午後１時から午後５時まで 平日 ８，３７０円 

日曜日、土曜日及び休日 ９，８５０円 

午後６時から午後１０時まで 平日 １２，２５０円 

日曜日、土曜日及び休日 １４，６７０円 

 娯楽室 

単位時間等 利用者 利用料金 

午前９時から午後５時まで １日 大人 ８５０円 

子ども 

高齢者 

障害者 

午後６時から午後１０時まで 平日 ２，１００円 

日曜日、土曜日及び休日 ２，１００円 

運動室 

単位時間等 利用者 利用料金 

午前９時から午後５時まで １回 大人 ８５０円 

子ども 

高齢者 

障害者 

午後６時から午後１０時まで 平日 ８，９４０円 
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日曜日、土曜日及び休日 ８，９４０円 

附帯設備（温水シャワー室） １回５分以内 １００円 

別表第４備考に次の１号を加える。 

  ４ この表において「子ども」とは、１８歳以下の者をいう。 

別表第５を削る。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２２条第１項の改正規定（「、

別表第４又は別表第５」を「又は別表第４」に改める部分に限る。）及び別表第５

を削る改正規定は、令和７年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第２から別表第４までの規定は、令和７年１０月１

日以後の使用及び利用に係る使用料及び利用料金について適用し、同日前の使用及

び利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。 


